
寄附対象事業名③「地域資源」からモノやしごとを創る事業

石狩市は持続可能な開発目標（SGDs）を支援しています

　近年、石狩市において風力や太陽光、バイオマス発電など再生可能エネルギーを利用した電源の開発が進ん
でいます。
　本市では、「石狩湾新港地域」内の一部区域において、電力需要の100%を再エネで供給することを目指す
「REゾーン」を設定し、多様な再エネ資源を切り口とした産業空間の形成と、エネルギーの地産地活などをとおし
て脱炭素型の地域づくりに取り組んでいます。
　しかし、北海道の豊かな再エネ資源は強みである一方、積雪寒冷地である本市では、冬期間の生活インフラの
確保と温室効果ガス排出削減を両立する難しさ等も課題です。
　これらの地域特性を踏まえながら、工業と雄大な自然環境等を効果的に組み合わせることで、より
一層の地域の魅力向上と、持続可能な脱炭素型のまちづくりを目指します。
　ぜひ、本市の取組を応援ください！

第１回脱炭素先行地域に選定
「ゼロカーボンシティ」を目指して

取
組
内
容

　再エネのポテンシャ
ルを活かした再エネ等
設備の導入促進
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● 太陽光、風力、
   バイオマス
● 未利用熱

など

　再エネ等の利用の最
大化のための基盤イン
フラ設備の導入促進
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● 蓄エネ設備
● 自営線ネットワーク
● グリーン水素

など

　再エネ等の利用の最
大化のための省エネ等
設備の導入促進
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● ゼロカーボンドライブ
　（電動車）
● 省エネ設備
　（高効率換気・空調）など

石狩市への企業版ふるさと納税のご案内

便利さと海・山・川が共存するマチ
北海道石狩市
石狩市では、ゼロカーボンの取組に関心があり、
企業版ふるさと納税を通じて地方創生を応援いただける
企業の皆様を募集しています。

　石狩市は国際社会の一員として、脱炭素社会に向けて２０５０
年までに二酸化炭素排出実質ゼロに取り組む「ゼロカーボンシ
ティ」を表明しました。
　本市の再エネポテンシャルを最大限活かし、脱炭素社会実現
を進めることで、地域の質と魅力を向上させていきます。

石狩市は脱炭素社会の
実現に向け取り組みます

石狩市の脱炭素の係る取組を応援する場合は

上記取組のほか、「第２期石狩市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられる事業が寄附対象となります。



問合せ先

【北海道石狩市　企画政策部企画課】　

TEL：0133-72-3161　　FAX：0133-74-5581
Email：kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
 

寄附対象事業名　

２ 入金確認後

「新現役世代」が活躍する事業

「子育て力」をさらに発揮する事業

「地域資源」からモノやしごとを創る事業

「いろんな顔」をつくる事業

誇りとなる「人や文化」を育てる事業

時代にあった地域として持続する事業

1 寄附届

企業版ふるさと納税の寄附の流れ

●入金が確認でき次第、市から「受領書」が届きます

○寄附にあたってご不明な点等がある場合は問合せ先までお気軽にご相談ください

企業版ふるさと納税の制度概要
　「企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）」は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対して企業が寄附を行っ
た場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
企業として地域振興やSDGsの達成など社会貢献ができるメリットもあります。

●寄附届は市ホームページからダウンロードすることが出来ます
●応援したい事業を次の６つの中から選び記入します
※「脱炭素の推進を応援したい」「１次産業を応援したい」などの希望があるがどの事業に該
当するかわからない場合などは問合せ先までお気軽にご連絡ください。該当の番号をお
調べします。

●寄附届は郵送の他にメールに添付して提出できます
●入金方法は振込か納付書を選ぶことができます
●寄附届受領後、振込の場合は、口座番号をお知らせします。納付書の場合は、石
狩市から納付書を送付しますので、その納付書を利用し指定の金融機関から納
付します

※１つを選んでいただき寄附届に記入します
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▶石狩市外に本社がある企業
が対象となります。
▶1回あたり10万円以上の
寄附が対象となります。
▶寄附の代償として経済的
な利益を供与することは禁止
されています。

寄附額
企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

①法人住民税 寄附額の4割を税額控除（法人住民税法人税割額の20%が上限）
②法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の5％が上限）
③法人事業税 寄附額の2割を税額控除（法人事業税額の20％が上限）

①法人住民税＋②法人税 控除 控除法人事業税 企業負担

約3割 約4割 約2割
軽減効果最大
約9割に！

約1割
税目ごとの
特例措置

▶手続等の詳細は、石狩市のホームページをご覧ください。


